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平成 28年 1月 26日

平成 27年度 光市いじめ問題調査委員会の開催について

いじめ防止対策推進法に基づき、いじめの防止等のための対策に関する重要

事項についての調査及び審議並びに市立学校において発生した法第 28条第 I

項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査に関する事務

を行わせるため、光市いじめ問題調査委員会を設置しました。

ついては、下記のとおり光市いじめ問題調査委員会を開催します。一

1 日時

平成 28年 2月4日(木) 1 4時o0分'"'-'1 5時 00分

2 場所

光市教育委員会 2階会議室

3 出席者

光市いじめ問題調査委員会委員

4 次第

( 1 )開会

( 2) 光市教育長あいさつ

( 3 )協議

ア役員選出

容| イ いじめ防止基本方針及び関係組織について

ウ 光市の現状と課題について

間

エ意見交換

(4 )閉会

5 その他

会議は原則公開します。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認め

るとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、その他公益

上必要があると認めるときは、この限りではありません。

合|担当課学校教育課担当者指導係長藤井潔 (電話問日付似)

せ


